
国から地方への税源移譲に伴う住宅ローン減税への影響について 
 
 
１．国から地方への税源移譲によって所得税率が変更されることに伴い、

平成１１年から平成１８年までの間に居住を開始し、住宅ローン減税

の適用を受けている方については、平成１９年以降、所得税による住

宅ローン減税の減税額がこれまでよりも減少することがあります。 
 
２．減税額が減少する場合には、①お住まいの市区町村へ申告して頂く

か、②確定申告とあわせて申告して頂くことにより、翌年度の住民税

で減税を受けることができます。 
 
３．税源移譲によって影響を受けるかどうかは毎年の課税所得金額によ

って異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせく

ださい。 
 
 

居住開始年 住民税減税の申告が必要となる年※ 
平成１１年 平成２０年から平成２６年までの毎年 
平成１２年 平成２０年から平成２７年までの毎年 

平成１３年前期 
（１月１日から６月３０日まで） 

平成２０年から平成２８年までの毎年 

平成１３年後期 
（７月１日から１２月３１日まで） 

平成２０年から平成２３年までの毎年 

平成１４年 平成２０年から平成２４年までの毎年 
平成１５年 平成２０年から平成２５年までの毎年 
平成１６年 平成２０年から平成２６年までの毎年 
平成１７年 平成２０年から平成２７年までの毎年 
平成１８年 平成２０年から平成２８年までの毎年 

 
※確定申告とあわせて申告する場合は毎年２月１６日から３月１５日までの間に、直接市

区町村に申告する場合は毎年３月１５日まで（受付開始時期は市区町村により異なりま

す）に申告書を提出する必要があります。 
 


